
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般定期健康診断の実施と事後措置の流れ 

①一般定期健康診断の実施 
（安衛法第６６条第１項） 

異常所見なし 

②医師等から就業区分について意見聴取 
（安衛法第６６条の４） 

 

 (※1)「医師等」とは産業医のことです（ただし、規模 50 人 

  未満の事業場は、地域産業保健センターの登録産業医等）  

 (※2)「意見聴取」は健診実施日から３か月以内に行います 

 (※3)意見聴取に当たっては、医師等に対して次の情報の 

  提供をする必要があります 

   ・労働者の作業環境 

   ・労働時間，労働密度 

   ・深夜業の回数及び時間数 

   ・作業態様，作業負荷の状況 

   ・過去の健康診断結果 

   ・二次健康診断の結果など 

通常勤務可 要就業制限 要 休 業 

医師・保健師による保健指導の実施 
（安衛法第６６条の７） 

 

・精密検査の受診勧奨  

・運動指導       

・生活指導 

・治療の勧奨 

・栄養指導 

・健康情報の提供等 

③就業上の措置の決定等 
  （安衛法第６６条の５） 

 

 

 

 

 

お問い合わせ・ご不明な点は宮城労働局健康安全課（℡022-299-8839）又は最寄りの労働基準監督署まで 

① 事業者は常時使用する労働者に対して定期的（1年以内）に医師による健康診断を実施する必要があります。 

② 異常所見があった場合には、二次健康診断結果等の情報を医師に提供し、医師から当該労働者の就業区分に係る 

 意見を聴取しなければなりません。 

③ 意見聴取した結果「通常勤務可」以外の場合は、労働者から意見聴取等を実施し、就業上の措置の決定（事後措置） 

 を実施しなければなりません。 

(※4)「就業上の措置」とは次の措置です 

 ・就業場所の変更 

 ・作業の転換 

 ・労働時間の短縮 

 ・深夜業の回数の制限 

 ・作業環境測定，設備の改善等 

 ・医師等の意見を安全衛生委員会に報告 

 

(※5)「就業上の措置」の決定に当たっては、次のことが必要です 

 ○労働者からの意見聴取 

  ・対象となる労働者の意見を聴き，十分な話し合いを通じて 

   理解を得ること 

 ○管理監督者への説明 

 ・対象労働者が所属する職場の管理監督者の理解を得ること 

 ・プライバシーに配慮しつつ、管理監督者に就業上の措置の目的、 

  内容等について理解が得られるよう必要な説明を行うこと 

異常所見あり 

二次健康診断 

（努力義務） 

直近の定期健康診断の結果脳・心臓疾患に

関連する一定の項目に異常の所見がある場

合には二次健康診断等給付が受けられま

す。 

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/

roudou/gyousei/rousai/dl/040325-1.pdf 


